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株主各位

証券コード　2461

発信日　2024年３月11日

電子提供措置の開始日　2024年３月５日

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 一 丁 目 １ 番 ８ 号

株式会社ファンコミュニケーションズ
代表取締役社長 柳 澤  安 慶

【当社ウェブサイト】

https://www.fancs.com

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/2461/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第25回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措
置事項を記載した書面をお送りいたします。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「IRリリ
ース / IR資料一覧」「IRリリース一覧へ」を順に選択いただき、「IRリリース
一覧」よりご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ファ
ンコミュニケーションズ」または「コード」に当社証券コード「2461」を入力・
検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にあ
る「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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株主各位

１．日 時 2024年３月27日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号　渋谷ソラスタ　４階

渋谷ソラスタ　コンファレンス「４Ｄ」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※前回と異なり実会場での開催となります。

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第25期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第25期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
第３号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締

役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約
権を発行する件

　なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、
議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示いただき、2024年３月26日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送く
ださい。
　当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取扱いますの
で、ご留意ください。

［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし
ていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された
「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたが
って、2024年３月26日（火曜日）午後６時までに、議案に対する賛否をご入力く
ださい。
　なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、４頁の「インター
ネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げ
ます。

敬　具

記

－ 2 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

株主各位

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい

て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

（２）インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に
行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

（３）インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された
場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有
効なものとしてお取り扱いいたします。

     

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。
　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款
　第13条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　　① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計
監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をし
た対象書類の一部であります。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ
イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただき

ますよう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトを

ご利用いただくことによってのみ可能です。

２．議決権行使のお取扱いについて

（１）インターネット等により議決権を行使される場合は、本招集ご通知とあわせてお送りする

議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面

の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）議決権の行使期限は、2024年３月26日（火曜日）午後６時までとなっておりますので、

お早めの行使をお願いいたします。

（３）書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等に

よるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数

回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし

ます。

（４）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続

料金等）は、株主様のご負担となります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報

です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行を

ご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い

合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

５．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使

プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

（ 2023年１月１日から
2023年12月31日まで ）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

 (1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の対策が進み経済

活動の制限が緩和され、社会活動の正常化が進み、緩やかに持ち直しの動きが見られる

ものの、ロシアによるウクライナ侵攻などの地政学的リスクや物価の上昇、為替の変動

など、先行き不透明な状況が続いております。

　このような経済状況のもとで、当社グループの主要事業であるインターネットマーケ

ティングサービス分野では、消費者のデジタルシフトが進み、コロナ禍を契機とした社

会や働き方の多様化、デジタル施策への取り組みが加速する中、インターネット広告

は、大手プラットフォーマーによるSNS広告や動画広告を中心に需要が継続しておりま

す。

　日本国内に目を移すと、消費税のインボイス制度やステルスマーケティング規制が

2023年10月からスタートしております。特に当社グループが提供するアフィリエイト広

告サービス「A8.net」においては、消費税の免税事業者に多く登録頂いていることから

インボイス制度施行に伴い売上高に影響がございますが、今後、提供サービスの付加価

値を高め、利益率の向上に努めてまいります。

　一方、日本のEC化率は欧米諸国に比べると低く、今後も伸びていくことが予想されて

おり、市場規模は拡大すると見込んでおります。

　当連結会計年度において当社グループは、経営ビジョンである「プロシューマ―・ハ

ピネス」を推進するべく既存事業の再成長、新規事業の企画・開発、生産性向上に向け

た取り組みに注力しております。

　この結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高7,396,661千円（前期比

4.4％減）、営業利益2,068,048千円（前期比14.1％減）、経常利益2,103,069千円（前期

比14.1％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は特別損失に関係会社株式評価

損を計上したことなどにより1,233,110千円（前期比19.7％減）となりました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

ａ）CPAソリューション事業

　CPAソリューション事業は、主力サービスでありますアフィリエイト広告サービス

「A8.net」、スマートフォンアプリ向けCPI広告サービス「seedApp」等を提供しており

ます。当連結会計年度においては、A8.netは新規広告主の獲得に注力し稼働広告主数が

伸長し売上高が増加しましたが、メディアの掲載面の確保やインボイス制度施行により

利益率が低下いたしました。また、定期継続購入のすべてに成果報酬が設定できる「継

続型アフィリエイト機能」をリリースいたしました。一方、seedAppはゲームカテゴリの

鈍化を受け売上高が減少いたしました。その結果、当連結会計年度の売上高は6,011,325

千円（前期比0.3％減）、セグメント利益は3,434,926千円（前期比1.4％減）となりまし

た。

ｂ）ADコミュニケーション事業

　ADコミュニケーション事業は、主力サービスでありますスマートフォン向け運用型広

告サービス「nend」等を提供しております。当連結会計年度においては、nendにおいて

はプライバシー問題に準拠したApple社が提供する「SKAdNetwork」への対応のほか、固

定費の削減に努めましたが、nendの稼働広告主数の減少及び特定広告主の売上が減少し

たことなどにより減収となりました。一方、お笑いラジオアプリ「GERA」や連結子会社

の株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルが手掛けるハイパーカジュアルゲ

ームの配信など新規事業の企画・開発投資を拡大しております。その結果、当連結会計

年度の売上高は1,074,912千円（前期比14.0％減）、セグメント損失は408,183千円（前

期はセグメント損失160,871千円）となりました。

ｃ）その他

　その他事業は、シーサー株式会社が運営する「Seesaaブログ」を代表とするメディア

事業等を展開しております。当連結会計年度においては、ブログメディア事業において

PV減少に伴い広告収入が減少したことなどにより減収となりました。また、新規事業投

資において、オンラインサロンプラットフォーム「yoor」にリソースを集中させており

ます。一方、コスト面においては前期ソフトウエアの減損処理を実施したことからソフ

トウエアの減価償却費が縮小しております。その結果、当連結会計年度の売上高は

310,423千円（前期比32.2％減）、セグメント損失は109,703千円（前期はセグメント損

失88,999千円）となりました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

セグメントの名称

2022年12月期 2023年12月期

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

CPAソリューション事業 6,029,461 77.9 6,011,325 81.3

ADコミュニケーション事業 1,250,461 16.2 1,074,912 14.5

その他 457,605 5.9 310,423 4.2

合計 7,737,529 100.0 7,396,661 100.0

サービス 区分 2022年12月期 2023年12月期

「A8.net

（エーハチネット）」

 稼働広告主ID数 3,328 3,472

 登録パートナーサイト数 3,206,592 3,381,945

「nend（ネンド）」
 稼働広告主ID数 119 95

 登録パートナーサイト枠数 1,071,327 1,157,346

○　報告セグメント別の売上高の内訳

（注）当社の主力サービスであるアドネットワーク事業における当連結会計年度末の利用広告

主数（稼働広告主ID数）、参加メディア数（登録パートナーサイト数等）は、下記のと

おりであります。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は173,383

千円であります。その主なものは、サーバー設備の増強及び自社制作ソフトウエア等で

あります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　当社子会社のシーサー株式会社と当社は、2024年１月１日を効力発生日として、当社

を存続会社とする吸収合併を行いました。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

区 分
第 22 期

(2020年12月期)

第 23 期

(2021年12月期)

第 24 期

(2022年12月期)

第 25 期

(当連結会計年度)

(2023年12月期)

売 上 高(千円) 29,379,998 26,700,229 7,737,529 7,396,661

経 常 利 益(千円) 2,985,053 2,516,213 2,447,646 2,103,069

親会社株主に帰属

する当期純利益
(千円) 1,991,515 1,637,207 1,535,296 1,233,110

１株当たり当期純利益 (円) 26.95 22.63 22.34 18.61

総 資 産(千円) 26,321,576 24,654,807 23,855,153 23,378,221

純 資 産(千円) 20,518,285 19,705,769 17,953,779 17,888,608

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 278.89 276.92 269.58 268.76

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株

当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま

す。

　　　２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第24期

の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計

基準等を適用した後の指標等となっております。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(2020年12月期)

第 23 期

(2021年12月期)

第 24 期

(2022年12月期)

第 25 期

(当事業年度)

(2023年12月期)

売 上 高(千円) 27,676,575 24,879,023 7,111,392 6,869,019

経 常 利 益(千円) 2,945,277 2,475,431 2,512,261 2,127,582

当 期 純 利 益(千円) 2,021,415 1,748,512 1,302,227 1,113,418

１株当たり当期純利益 (円) 27.36 24.17 18.95 16.81

総 資 産(千円) 25,681,738 24,422,796 23,420,911 22,868,656

純 資 産(千円) 20,363,882 19,662,672 17,677,612 17,564,256

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 276.78 276.31 265.41 263.87

　②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株

当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま

す。

　　　２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第24期

の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計

基準等を適用した後の指標等となっております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金（千円）
当社の議決権
比 率

主要な事業内容

株式会社ファンコミュニケ
ーションズ・グローバル

9,000 100.00％ インターネット関連事業

シーサー株式会社 15,100 100.00％ インターネット関連事業

mint株式会社 10,000 100.00％ インターネット関連事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

（注）１．シーサー株式会社は、2023年11月17日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続

会社として吸収合併することを決議し、2024年１月１日付で吸収合併を実施いたしま

した。

２．mint株式会社につきましては、重要性が増加したため当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(4) 対処すべき課題

  当社グループでは以下の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。

①新規事業の立ち上げ

　当社グループの主力事業であるインターネット広告サービスにおいては、プラットフォー

マーによる市場の寡占化や、参入プレイヤーの飽和が進んでおり、当社のさらなる業容拡大

のためには新たな収益基盤となりうる新規事業の開拓及び育成が急務となっております。

　そこで、当社グループは、ビジョンに掲げるプロシューマー・ハピネスに則り、生産者と

消費者の双方の顔を持つプロシューマーの方々を支援する事業を中心に新規事業の立ち上げ

を行い、企業価値の向上を図ってまいります。

②既存事業におけるサービス改善

　当社グループにおいて、依然、主力の事業であるインターネット広告サービスは、消費

者である個人の方がメディアとして生産者となる場を提供しており、プロシューマー支援

事業の１つとして今後も重要な事業であると捉えております。当社グループは、インター

ネット広告サービスやその周辺事業について、さらなる事業収益拡大のために、プロシュ

ーマー支援の視点を持ったうえで、事業環境の変化への対応や顧客基盤の拡大とともにサ

ービス利用率の向上やサービスの品質改善による差別化をしてまいります。また、当社グ

ループでは、今後も継続的に、広告効果の向上、ユーザビリティの改善、広告表示の適正

化やインターネット広告における不正の防止等に取り組む方針であります。

③リモートワークを取り入れた働く環境の改善

　当社グループでは、新しい働き方を取り入れ、リソース全般の最適化や業務のオンライ

ン化などを通じた生産性向上が、重要であると考えております。こうした観点から、可変

性の高いフリーアドレスのオフィスを構築し、リモートワークと出社を組み合わせたハイ

ブリッド型勤務の最適化を図っております。今後も、新しい働き方に対応したオフィス設

備の改善、オンライン化の促進を行うことにより、さらなる生産性の向上を目指してまい

ります。

④システム及び内部管理体制のさらなる強化

　当社グループの業容拡大を支えていくためには、急激に増加しているトラフィックや取

引データを管理するシステムを、費用の増加を抑えながら安定的かつ効率的に拡張するた

めの技術開発及び運用体制の確立に注力すること、外部からの不正アクセスを防止し、取

引データ、顧客企業等の情報及び個人情報保全のため、さらなるシステムの安全性強化や

危機管理体制を構築すること、また当社グループ全体としての業況推移を常時正確に把握

し適時・適切に経営判断へ反映させていくことが、今後さらに重要となってくると考えて

おります。こうした観点から、一層のシステム投資や危機管理体制の確立を進めていくと

ともに、情報開示やコンプライアンス維持を含めた内部管理体制の充実を図る方針であり

ます。

－ 11 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

⑤人材の確保・育成

　今後の新たな視点での事業展開のために、営業部門・開発部門・管理部門の人材確保と

ともに、さらなる既存サービスの質の向上のため、インターネット広告におけるコンサル

ティング能力や技術力の向上、ノウハウの蓄積、スキルの向上等人材の育成がきわめて重

要となります。当社グループといたしましては、これからの社会状況にあった人事制度、

教育、研修体系の整備を行い人材育成の強化を進めてまいります。

事　業　区　分 事  業  内  容

CPAソリューション事業

アフィリエイト広告サービス「A8.net（エーハチネッ

ト）」の運営

ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ 向 けCPI広 告 サ ー ビ ス

「seedApp（シードアップ）」の運営

ADコミュニケーション事業
スマートフォン向け運用型広告サービス「nend（ネン

ド）」の運営

その他  メディア事業等の運営

(5) 主要な事業内容（2023年12月31日現在）

（注）ADコミュニケーション事業に属しております「nend（ネンド）」について、2023年12月22

日の取締役会において、2024年3月29日を以って広告配信を停止しサービス終了する決議を

しております。

本 社 東京都渋谷区

株式会社ファンコミュニケ

ーションズ・グローバル
東京都渋谷区

シーサー株式会社 東京都千代田区

mint株式会社 東京都渋谷区

(6) 主要な営業所（2023年12月31日現在）

　①当社の主要な営業所

　②子会社

（注）１．シーサー株式会社は、2023年11月17日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続

会社として吸収合併することを決議し、2024年１月１日付で吸収合併を実施いたしま

した。

２．mint株式会社につきましては、重要性が増加したため当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。

－ 12 －
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

CPAソリューション事業 268 （7）名 0名（1名増）

ADコミュニケーション事業 107 （7） 8名減（1名増）

その他 31 （4） 19名減（2名減）

全社（共通） 54（10） 3名減（1名増）

合計 460（28） 30名減（1名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

412（24）名 14名減（3名増） 33.4歳 5.7年

(7) 使用人の状況（2023年12月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

 (注) １. 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員は（　）

内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　　　２. 使用人数が前連結会計年度末と比べて30名減少しましたのは、主に退職による自然減

によるものであります。

②当社の使用人の状況

 (注) １. 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員は（　）

内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　　　２. 使用人数が前事業年度末と比べて14名減少しましたのは、主に退職による自然減によ

るものであります。

(8) 主要な借入先の状況（2023年12月31日現在）

　　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株式に関する事項

① 発行可能株式総数 240,000,000株

② 発行済株式の総数 76,930,032株（自己株式10,681,603株含む）

③ 株主数 12,652名

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

柳 澤 安 慶 27,783,600株 41.94％

光 通 信 株 式 会 社 5,494,700株 8.29％

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  ２ 4,975,500株 7.51％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,364,900株 5.08％

松 本 洋 志 1,671,000株 2.52％

杉 山 紳 一 郎 1,004,400株 1.52％

アール・シー・ワイ・ブラザーズ株式会社 935,300株 1.41％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 623,100株 0.94％

内 田 徹 618,700株 0.93％

薄 井 保 男 363,000株 0.55％

２．会社の現況
（1）株式の状況（2023年12月31日現在)

④ 大株主（上位10名）

　　 (注)１. 当社は自己株式を10,681,603株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 14 －
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新株予約権等に関する事項

第14回新株予約権 第15回新株予約権 第16回新株予約権

発行決議の日 2017年５月26日 2018年６月28日 2019年６月20日

新株予約権の数 300個 300個 300個

新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

普通株式 普通株式 普通株式

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

新株予約権の払込金額 無償 無償 無償

行使に際して出資される財産

の価額

１株当たり

956円

１株当たり

768円

１株当たり

578円

新株予約権の行使期間

2020年６月１日

から

2024年５月31日

まで

2021年７月１日

から

2025年６月30日

まで

2022年７月１日

から

2026年６月30日

まで

新株予約権の行使の条件 注２ 注２ 注２

役員の保有状況

　監査等委員でない取締役

　（社外取締役を除く）

　　新株予約権の数 300個 300個 300個

　　目的となる株式数 30,000株 30,000株 30,000株

　　保有者数 ２名 ２名 ２名

　監査等委員でない社外取締役

　　新株予約権の数 － － －

　　目的となる株式数 － － －

　　保有者数 － － －

　監査等委員である取締役

　　新株予約権の数 － － －

　　目的となる株式数 － － －

　　保有者数 － － －

(2) 新株予約権等の状況

　① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況

－ 15 －
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新株予約権等に関する事項

第17回新株予約権 第18回新株予約権 第19回新株予約権

発行決議の日 2020年６月19日 2021年６月17日 2022年６月24日

新株予約権の数 300個 300個 300個

新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

普通株式 普通株式 普通株式

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

新株予約権の払込金額 無償 無償 無償

行使に際して出資される財産

の価額

１株当たり

480円

１株当たり

405円

１株当たり

444円

新株予約権の行使期間

2023年７月１日

から

2027年６月30日

まで

2024年７月１日

から

2028年６月30日

まで

2025年７月１日

から

2029年６月30日

まで

新株予約権の行使の条件 注２ 注２ 注２

役員の保有状況

　監査等委員でない取締役

　（社外取締役を除く）

　　新株予約権の数 300個 300個 300個

　　目的となる株式数 30,000株 30,000株 30,000株

　　保有者数 ２名 ２名 ２名

　監査等委員でない社外取締役

　　新株予約権の数 － － －

　　目的となる株式数 － － －

　　保有者数 － － －

　監査等委員である取締役

　　新株予約権の数 － － －

　　目的となる株式数 － － －

　　保有者数 － － －
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新株予約権等に関する事項

第20回新株予約権

発行決議の日 2023年６月23日

新株予約権の数 300個

新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

普通株式

30,000株

（新株予約権１個

につき100株）

新株予約権の払込金額 無償

行使に際して出資される財産

の価額

１株当たり

429円

新株予約権の行使期間

2026年７月１日

から

2030年６月30日

まで

新株予約権の行使の条件 注２

役員の保有状況

　監査等委員でない取締役

　（社外取締役を除く）

　　新株予約権の数 300個

　　目的となる株式数 30,000株

　　保有者数 ２名

　監査等委員でない社外取締役

　　新株予約権の数 －

　　目的となる株式数 －

　　保有者数 －

　監査等委員である取締役

　　新株予約権の数 －

　　目的となる株式数 －

　　保有者数 －

（注）１. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。

２. 権利行使時において、当社の取締役の地位にあること。その他の条件については、当

社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約書」に定めます。
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新株予約権等に関する事項

第20回新株予約権

発行決議の日 2023年６月23日

新株予約権の数 700個

新株予約権の目的となる

株式の種類及び数

普通株式

70,000株

（新株予約権１個

につき100株）

新株予約権の払込金額 無償

行使に際して出資される

財産の価額

１株当たり

429円

新株予約権の行使期間

2026年７月１日

から

2030年６月30日

まで

新株予約権の行使の条件 注

使用人等への交付状況

　当社使用人

　　新株予約権の数 500個

　　目的となる株式数 50,000株

　　交付者数 ９名

　子会社の役員

　　新株予約権の数 200個

　　目的となる株式数 20,000株

　　交付者数 ４名

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）権利行使時において、当社の取締役は使用人の地位にあること。その他の条件について

は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約書」に定めます。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 柳 澤 安 慶

取 締 役 副 社 長 松 本 洋 志

取 締 役 二 宮 幸 司

執行役員
nend推進部管掌
サービス開発部管掌
データ活用推進部管掌
コミュニケーションデザイン部管
掌
新規事業開発部長
株式会社ファンコミュニケーショ
ンズ・グローバル取締役

取 締 役 吉 永 　 敬

執行役員
A8事業部長
A8事業部第１営業推進部長
A8事業部第３営業推進部長
シーサー株式会社取締役

取 締 役 小 尾 一 介

Link Asia Capital株式会社代表取締
役パートナー
株式会社インバウンドテック社外監査役
クロスロケーションズ株式会社代表
取締役
株式会社インフォネット社外取締役

取 締 役 穂 谷 野 智 株式会社ホルン代表取締役

取締役（常勤監査等委員） 佐 藤 吉 勝

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 丸 野 登 紀 子
出澤総合法律事務所（弁護士）
株式会社地域新聞社社外監査役
ライト工業株式会社社外監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 小 泉 正 明

小泉公認会計士事務所　所長
株式会社キユーソー流通システム　
社外監査役
マネックスグループ株式会社　社外
取締役（監査委員会委員長）

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年12月31日現在）

(注)１. 取締役小尾一介及び穂谷野智の２氏は、社外取締役であります。

２. 2023年３月29日開催の第24回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行

し、佐藤吉勝、丸野登紀子及び小泉正明の３氏は監査等委員である取締役に選任さ

れ就任いたしました。

３. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内

会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を

可能にするため、佐藤吉勝氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 監査等委員である取締役の丸野登紀子及び小泉正明の２氏は、社外取締役でありま

す。また、小泉正明は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

５. 当社は取締役小尾一介及び穂谷野智、監査等委員である取締役丸野登紀子及び小泉
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氏 名 異 動 日
新役職、担当及
び 重 要 な 兼 職

旧役職、担当及
び 重 要 な 兼 職

二 宮 幸 司 2023年４月１日

取締役
執行役員
nend推進部管掌
サービス開発部管
掌
データ活用推進部
管掌
コミュニケーショ
ンデザイン部管掌
新規事業開発部長
株式会社ファンコ
ミュニケーション
ズ・グローバル取
締役

取締役
執行役員
ADプラットフォー
ム事業部長
新規事業開発部長
コミュニケーショ
ンデザイン部管掌
株式会社ファンコ
ミュニケーション
ズ・グローバル取
締役

吉 永 　 敬 2023年９月１日

取締役
執行役員
A8事業部長
A8事業部第１営業
推進部長
A8事業部第３営業
推進部長
シーサー株式会社
取締役

取締役
執行役員
A8事業部長
A8事業部第１営業
推進部長
A8事業部第３営業
推進部長
ビジネス開発１部
長
シーサー株式会社
取締役

正明の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。

６. 取締役吉永敬が兼職しているシーサー株式会社は、2024年１月１日付けで当社を存

続会社とする吸収合併により消滅いたしました。

７．当事業年度中に担当及び重要な兼職が異動となった取締役
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氏 名 異 動 日
新役職、担当及
び 重 要 な 兼 職

旧役職、担当及
び 重 要 な 兼 職

柳 澤 安 慶 2024年１月１日
代表取締役
内部監査室管掌

代表取締役

二 宮 幸 司 2024年１月１日

取締役
執行役員
nend推進部管掌
サービス開発部管
掌
データ活用推進部
管掌
ファンマーケティ
ング推進部管掌
新規事業開発部長
株式会社ファンコ
ミュニケーション
ズ・グローバル取
締役

取締役
執行役員
nend推進部管掌
サービス開発部管
掌
データ活用推進部
管掌
コミュニケーショ
ンデザイン部管掌
新規事業開発部長
株式会社ファンコ
ミュニケーション
ズ・グローバル取
締役

吉 永 　 敬 2024年１月１日

取締役
執行役員
A8事業部長
A8事業部第１営業
推進部長

取締役
執行役員
A8事業部長
A8事業部第１営業
推進部長
A8事業部第３営業
推進部長
シーサー株式会社
取締役

（注）当事業年度末日の翌日以降に担当及び重要な兼職が異動となった取締役は以下の
とおりであります。

－ 21 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

氏 名 退 任 日 退任事由
退任時の地位・担当
及び重要な兼職の状況

春 原 幸 充 2023年３月29日 任期満了 社外常勤監査役

丸 野 登 紀 子 2023年３月29日 任期満了

社外監査役
出澤総合法律事務所（弁護
士）
株式会社地域新聞社社外監
査役
ライト工業株式会社社外監
査役

山 田 憲 次 2023年３月29日 任期満了
社外監査役
株式会社ファンテック代表
取締役

② 当事業年度中に退任した監査役

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、法令が規定する最低責任限度額であります。ただし、その責任限定が認められる

のは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に

限ります。

④ 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行なった行為に起因して損

害賠償請求された場合に負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補す

ることとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、

2023年11月17日開催の当社取締役会の決議に基づき、すべての被保険者について、その

保険料を全額当社が負担しております。

⑥ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額又はその算定方法の

決定に関する方針について、2023年3月29日開催の取締役会において決議し、株主総会の

決議により決定された報酬の総額の範囲内で、報酬諮問委員会において、個人別の報酬

について決議しております。当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬体

系および報酬制度の概要は以下のとおりであります。
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ａ.当社の役員報酬に関する方針

当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう

株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く）

の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としてお

ります。報酬は、金銭報酬としての「基本報酬」、非金銭報酬としての「株式報酬」

により構成し、監督機能を担う社外取締役（監査等委員である取締役を除く）につい

ては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の

個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役

会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会において当該決定方

針に基づき審議し、決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ

ると判断しております。

各報酬の決定に関する方針は、以下のとおりです。

イ.「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、報酬諮問委員会において、役位、職責に

応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に

勘案して決定する。

ロ.「株式報酬」は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、

ストック・オプションとして新株予約権を割当てるものとし、株主総会で報酬

額上限を決議する。報酬諮問委員会において、役位、職責に応じて他社水準、

当社の業績、従業員給与の水準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総

合的に勘案して取締役（監査等委員である取締役を除く）個人への割当額を決

定する。また、業務を実際に執行する取締役について株式報酬のウェイトが高

まる構成とする。

ｂ.報酬諮問委員会の概要

2019年３月20日開催の当社取締役会の決議により、報酬諮問委員会を設置しており

ます。報酬諮問委員会は取締役３名（代表取締役 柳澤安慶氏、小尾一介氏（社外取

締役）、穂谷野智氏（社外取締役））で過半数を社外取締役にて組織しており、取締

役会で決議された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に基づき、

報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保するために以下の項目について審議、決

定を行っております。

イ．当社取締役（監査等委員である取締役を除く）が受ける個人別の報酬の内容等

ロ．その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項
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区　　分

報酬等の

総額

（千円）

報酬等の種類別の総額(千円）
対象となる

役員の員数基 本 報 酬
業 績 連 動

報 酬 等
株 式 報 酬

取締役

（監査等委員を除く）
105,503 103,500 － 2,003 　6名

（うち社外取締役）   (7,200)   (7,200) (－) (－) （2）

取締役（監査等委員）  11,700  11,700 － － 3

（うち社外取締役）   (6,300)   (6,300) (－) (－) （2）

監 　　査　　 役   3,480    3,480 － － 3

（うち社外監査役）   (3,480)   (3,480) (－) (－) （3）

合 計 120,683 118,680 － 2,003 12

（うち社外役員）  (16,980)  (16,980) (－) (－) （7）

⑦ 取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

２. 株式報酬として、取締役が株主保有を通じて株主との価値共有を高めることによ

り、企業価値の持続的向上を図るため、ストック・オプションを交付しておりま

す。当該ストック・オプションの内容及びその交付状況は、「（２）新株予約権等

の状況」に記載のとおりであります。

３．監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2015年３月26日開催の第16

回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております（使用人兼務

取締役の使用人分給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数

は６名（うち、社外取締役は２名）です。監査役の報酬限度額は、2015年３月26日

開催の第16回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該

定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち、社外監査役は３名）です。

　　　また、監査等委員会設置会社移行に伴い、取締役（監査等委員を除く）の報酬限

度額は、2023年３月29日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以

内（うち社外取締役30,000千円以内）と決議いただいております（使用人兼務取締

役の使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名

（うち、社外取締役は２名）です。監査等委員の報酬限度額は、2023年３月29日開

催の第24回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該

定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名（うち、社外監査等委員は２名）

です。

　　　また別枠で、2023年３月29日開催の第24回定時株主総会において、取締役（監査

等委員及び社外監査役を除く）４名を対象にストック・オプション報酬額として年

額90,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監

査等委員及び社外取締役を除く）の員数は４名です。
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４．取締役会は、報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保するため、報酬諮問委員

会を構成する代表取締役柳澤安慶氏、社外取締役小尾一介氏、社外取締役穂谷野智

氏に対し、各取締役（監査等委員を除く）の基本報酬の額及び社外取締役を除く各

取締役（監査等委員を除く）の役位、職責等を踏まえた株式報酬の割当額の決定を

委任しております。

５．支給人員は延べ人数を記載しておりますが、実際の支給対象者は11名（うち社外役

員６名）であります。
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⑧ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役小尾一介氏は、Link Asia Capital株式会社の代表取締役パートナーであ

り、クロスロケーションズ株式会社の代表取締役であります。また、株式会社イ

ンフォネットの社外取締役であり、株式会社インバウンドテックの社外監査役で

あります。なお、当社とLink Asia Capital株式会社、クロスロケーションズ株

式会社、株式会社インフォネット及び株式会社インバウンドテックとの間に特別

の関係はありません。

・取締役穂谷野智氏は、株式会社ホルンの代表取締役であります。なお、当社と株

式会社ホルンとの間に特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役丸野登紀子氏は、出澤総合法律事務所に所属する弁護士

であり、株式会社地域新聞社の社外監査役であり、ライト工業株式会社の社外監

査役であります。なお、当社と出澤総合法律事務所、株式会社地域新聞社及びラ

イト工業株式会社との間に特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役小泉正明は、小泉公認会計士事務所の所長であります。

また、株式会社キユーソー流通システムの社外監査役であり、マネックスグルー

プ株式会社の社外取締役（監査委員会委員長）であります。なお、当社と小泉公

認会計士事務所、株式会社キユーソー流通システム、マネックスグループ株式会

社との間に特別の関係はありません。
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　出席・発言状況及び

　社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　小尾一介

当事業年度中に開催された取締役会17回すべてに出席してお

ります。主に、企業経営の見地から発言を行っており、特に

新規事業における戦略及び投資戦略について専門的な立場か

ら監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確

保するための適切な役割を果たしております。

取締役　穂谷野智

当事業年度中に開催された取締役会17回すべてに出席してお

ります。主に、企業経営の見地から発言を行っており、特に

既存事業における戦略及びマーケティング指標について専門

的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・

適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査等委員である取

締役　丸野登紀子

2023年３月29日就任以降、当事業年度中に開催された取締役

会17回のうち、監査役として４回、監査等委員として13回出

席し、また監査等委員会10回すべてに出席しております。取

締役会及び監査等委員会において、主に、法令・コンプライ

アンス体制強化の見地から発言を行っております。

監査等委員である取

締役　小泉正明

2023年３月29日就任以降、当事業年度中に開催された取締役

会13回すべてに出席し、また監査等委員会10回すべてに出席

しております。取締役会及び監査等委員会において、主に、

財務・会計の見地から発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に

基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

－ 27 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

会計監査人に関する事項

②  報酬等の額 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金

銭その他の財産上の利益の合計額
27,000千円

　(4) 会計監査人の状況

①  名称　　　　　　 有限責任 あずさ監査法人

 (注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額はこれらの合計額で記載して

おります。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報

酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する場合、監査等委員会は、

監査等委員である取締役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

　また、上記のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
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業務の適正を確保するための体制

(5) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

イ. 当社は、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）の取締役、従業員を

含めたグループ全体のコンプライアンス管理規程を定め、体制の整備及び維持を図

る。また、組織規程・稟議決裁規程等の社内規程を整備し、内部統制システムの構

築・維持・向上を推進するとともに、法令等遵守のための研修や教育を行うものと

する。

ロ. 取締役会については取締役会規程の定めに従いその適切な運営を確保する。取締役

会は、月１回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取

締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門

家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違

反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図

る。

ハ. 当社グループの財務報告の適正性確保のため、当社は、経理関係規程、システム管

理規程、内部監査に関する規程等を定め、財務報告の適正性と適正開示を確保する

ための体制の充実を図り、同体制につき、その整備・運用状況を適切に評価し改善

を図る。

ニ. 当社グループは、反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたず、組織全体で毅然

とした態度で臨むことを当社グループの取締役及び従業員に対して周知徹底すると

ともに、反社会的勢力排除のための体制を整備する。

ホ. 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の定める監査の方針及び分担に

従い、取締役の職務執行の監査を行っている。また社外取締役監査等委員として公

認会計士や弁護士等の専門家を選任し、監査の実効性を高める。

ヘ. 当社は、内部監査機関として社長直属組織である内部監査室に内部監査の機能を持

たせ、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、当社グループ

の内部統制組織の有効性をモニタリングするとともにコンプライアンス遵守体制を

調査検証する。

ト. 当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関

する重要な事実を発見した場合又はその旨の報告を受けた場合には、直ちに当社の

監査等委員である取締役、取締役又は代表取締役に報告するものとする。報告を受

けた者は、直ちにコンプライアンス管理規程に従って対応するものとする。また当

社グループの監査役は当社又は子会社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用

に問題があると認めるときは、当社の取締役に対し、意見を述べるとともに、改善

策の策定を求めることができる。

チ. 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報

告体制として、コンプライアンス管理規程を定め、社外の弁護士等を外部の直接の

情報受領者とする内部通報システムを整備し、運用を行う。
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業務の適正を確保するための体制

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ. 取締役の職務執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ）については、

文書取扱規程の定めに従い、担当職務に応じて適切に保存しかつ管理する。

１．株主総会議事録と関連資料

２．取締役会議事録と関連資料

３．取締役が主催するその他の重要な会議の議事録と関連資料

４．取締役を決定者とする決定書類及び附属書類

５．その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

ロ. 上記イに定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、取締役及び監査等委

員会が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ. 当社グループの業務執行に係るリスクとして、以下１から７のリスクを認識し、そ

の把握と管理､個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとす

る。

１．市場環境、技術革新等の外部要因によるリスク（営業停止、損失発生）

２．法的規制によるリスク（営業停止、信用失墜、損失発生）

３．地震、洪水、事故、火災等の災害によるリスク（営業停止、損失発生）

４．個人情報を含む機密情報漏洩によるリスク（信用失墜、損失発生）

５．基本サービス又は社内ネットワークシステムが正常に機能しないことによる

　　リスク（営業停止、損失発生）

６．役員・従業員の不適切な業務執行によるリスク（信用失墜、損失発生）

７．その他、取締役会が重大と判断するリスク

ロ. リスク管理体制の基礎として、当社グループ全体のリスク管理規程を定め、個々の

リスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築す

る。不測の事態が発生した場合には、当社の社長を本部長とする対策本部を設置

し、情報連絡体制及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速

な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

ハ. 当社は、子会社のリスク管理状況を適切に確認し、当社グループ全体のリスク管理

体制の整備に努めるものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものと

し、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に取締役及び

各部の責任者によって構成される経営会議において議論を行った上で執行決定を行

うものとする。

ロ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・稟議決裁規程において、

それぞれの責任者及び執行手続について定める。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 当社は、当社グループの経営管理の基本方針についてグループ会社管理規程を定

め、これに従い各子会社内の取締役等より決裁申請・報告を受けるものとし、ま

た、適切にモニタリングを行うことにより、各子会社の取締役等の職務の執行の適

正及び効率性を確保するものとする。
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業務の適正を確保するための体制

ロ. 子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライ

アンス上問題があると認めた場合には、内部監査機関又はコンプライアンス担当部

門に報告するものとする。内部監査機関又はコンプライアンス担当部門は直ちに監

査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。監査等

委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

⑥ 監査等委員である取締役の職務を補助すべき従業員に関する事項と当該従業員の取締

役からの独立性に関する事項

イ. 監査等委員である取締役が求めた場合は、監査等委員である取締役の職務を補助す

べき従業員として、監査等委員会補助者を任命することができる。

ロ. 監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員

会の同意を得た上で決定することとし､取締役からの独立性を確保するものとする。

また、監査等委員会補助者は、監査等委員会から直接指示を受けて業務を行うもの

とし、監査等委員会の指示は会社の指示に優先する。

⑦ 取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への

報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための

体制

イ. コンプライアンス管理規程等に当社グループの取締役及び従業員が当社の監査等委

員会に報告すべき事項及び時期についての規定を置き、当該規定に基づき、当社グ

ループの取締役及び従業員は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項につい

て監査等委員会に都度報告するものとする。また、監査等委員会はいつでも必要に

応じて、当社グループの取締役及び従業員に対して報告を求めることができること

とする。

ロ. 当社グループの取締役及び従業員は、前号の報告をしたことを理由として不利な取

扱を受けないものとする。

ハ. 監査等委員会の職務を執行する上で必要な費用については、その請求により、速や

かに支払うものとする。

（6） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

イ. コンプライアンス管理規程を定め、コーポレートデザイン本部によるコンプライア

ンス研修、個人情報保護研修、役職に応じた業務上認識が必要な法知識吸収の教

育、各種実務対応セミナー等を適宜行っております。

ロ. 取締役会を、毎月１回、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図る

とともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未然に防止しております。

ハ. 反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたないことを周知徹底するとともに、反

社会的勢力排除のため取引先、従業員、当社運営サービスに登録した会員のチェッ

クを行っております。

ニ. 社外取締役監査等委員として会社経営者、公認会計士、弁護士等の専門家を選任

し、監査等委員会の定める監査の方針及び分担に従い、取締役の職務執行の監査を

行っております。
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業務の適正を確保するための体制

ホ. 社長直属組織である内部監査室に内部監査の機能を持たせ、内部統制組織の有効性

をモニタリングするとともにコンプライアンス遵守体制の調査検証を行っておりま

す。

へ. 業務上の不正行為を認知した場合、コンプライアンス通報制度又は職制を通じて速

やかに事実を通報し、リスクマネジメント委員会にて事実確認、対応指示を行い、

その結果を取締役会に報告することになっております。

ト. コンプライアンス通報制度において、通報内容の性質等から通報者に不利益が生じ

るおそれがあるときは、予め定めてある社外の法律事務所を通報窓口及び相談窓口

としております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書取扱規程の定めに従い、適切に保存、管理し取締役及び監査等委員会が必要に応

じて閲覧可能な状態を維持しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。また、

１年に２回以上リスクマネジメント委員会を開催し、リスクの把握、管理、対応を行っ

ております。なお、不測の事態が発生した場合には、当社の社長を本部長とする対策本

部を設置し、迅速な対応を行い、損害を最小限に止めます。なお、当事業年度の開催日

は2023年４月12日、10月11日の２回であります。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 取締役会を毎月１回、その他必要に応じて適宜臨時に開催し機関決定を行い、取締

役及び各部の責任者以上によって構成される経営会議を毎月２回開催し、情報共有

と課題の抽出、対応の指示を行っております。

ロ. 取締役会の機関決定に基づく業務執行については、組織規程や決裁基準の定めに従

い対応しております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　グループ会社管理規程を定め、各子会社の取締役等の職務の執行の適正及び効率性を

確保するとともに、当社コーポレートデザイン本部が子会社の規程整備状況や運用状況

を適宜確認し指導を行っております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独

立性に関する事項

　現在、監査等委員会補助者はおりませんが、必要に応じ監査等委員会の同意を得た上

で監査等委員会補助者を任命することができ、監査等委員会補助者は、監査等委員会か

ら直接指示を受けて業務を行うこととされております。

⑦ 取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への

報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための

体制

　コンプライアンス管理規程に監査等委員会に報告すべき事項及び時期についての規定

があり、また、監査等委員会の職務を執行する上で必要な費用については、速やかに支

払っております。

－ 32 －
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連結貸借対照表

（2023年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

21,155,201

17,299,374

2,877,883

596,288

390,711

△9,057

2,223,020

92,258

53,252

39,006

387,974

387,974

1,742,787

1,402,267

341,379

△859
　

流 動 負 債 5,372,257

買 掛 金 4,315,292

未 払 法 人 税 等 303,606

ポ イ ン ト 引 当 金 7,940

賞 与 引 当 金 3,441

そ の 他 741,976

固 定 負 債 117,356

そ の 他 117,356

負 債 合 計 5,489,613

純  資  産  の  部

株 主 資 本 17,725,011

資 本 金 1,173,673

資 本 剰 余 金 278,373

利 益 剰 余 金 21,052,211

自 己 株 式 △4,779,247

その他の包括利益累計額 80,066

その他有価証券評価差額金 80,066

新 株 予 約 権 83,529

純 資 産 合 計 17,888,608

資 産 合 計 23,378,221 負 債 純 資 産 合 計 23,378,221

連　結　貸　借　対　照　表
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連結損益計算書

（ 2023年１月１日から
2023年12月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,396,661

売 上 原 価 1,462,481

売 上 総 利 益 5,934,179

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,866,131

営 業 利 益 2,068,048

営 業 外 収 益 69,436

受 取 利 息 8,096

受 取 配 当 金 5,250

投 資 有 価 証 券 売 却 益 13,693

為 替 差 益 12,368

債 務 免 除 益 23,536

そ の 他 6,491

営 業 外 費 用 34,415

投 資 事 業 組 合 運 用 損 33,821

自 己 株 式 取 得 費 用 45

そ の 他 548

経 常 利 益 2,103,069

特 別 利 益 312

新 株 予 約 権 戻 入 益 312

特 別 損 失 213,841

減 損 損 失 69,294

関 係 会 社 株 式 評 価 損 109,999

関 係 会 社 支 援 損 20,000

そ の 他 14,546

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,889,539

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 683,320

法 人 税 等 調 整 額 △26,892

当 期 純 利 益 1,233,110

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,233,110

連　結　損　益　計　算　書
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貸借対照表

（2023年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

20,415,183

16,786,193

2,766,494

596,288

63,053

176,744

35,467

△9,057

2,453,472

91,077

53,202

37,874

392,195

212,127

180,067

1,970,200

1,402,267

167,755

214,088

859

7,720

200,138

129,689

△152,317
　

流 動 負 債 5,190,687

買 掛 金 4,277,119

未 払 金 358,157

未 払 法 人 税 等 303,102

未 払 消 費 税 等 52,461

前 受 金 129,314

預 り 金 60,063

ポ イ ン ト 引 当 金 1,358

賞 与 引 当 金 3,441

そ の 他 5,668

固 定 負 債 113,712

そ の 他 113,712

負 債 合 計 5,304,399

純  資  産  の  部

株 主 資 本 17,400,660

資 本 金 1,173,673

資 本 剰 余 金 278,373

資 本 準 備 金 278,373

利 益 剰 余 金 20,727,860

利 益 準 備 金 105,401

その他利益剰余金 20,622,459

繰越利益剰余金 20,622,459

自 己 株 式 △4,779,247

評価・換算差額等 80,066

その他有価証券評価差額金 80,066

新 株 予 約 権 83,529

純 資 産 合 計 17,564,256

資 産 合 計 22,868,656 負 債 純 資 産 合 計 22,868,656

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（ 2023年１月１日から
2023年12月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,869,019

売 上 原 価 1,254,260

売 上 総 利 益 5,614,758

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,400,337

営 業 利 益 2,214,421

営 業 外 収 益 98,990

受 取 利 息 3,104

有 価 証 券 利 息 7,934

受 取 配 当 金 5,250

為 替 差 益 4,692

投 資 有 価 証 券 売 却 益 13,693

業 務 受 託 料 35,102

債 務 免 除 益 23,536

そ の 他 5,675

営 業 外 費 用 185,829

投 資 事 業 組 合 運 用 損 33,821

自 己 株 式 取 得 費 用 45

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 151,458

そ の 他 504

経 常 利 益 2,127,582

特 別 利 益 312

新 株 予 約 権 戻 入 益 312

特 別 損 失 356,333

固 定 資 産 除 却 損 5,117

関 係 会 社 株 式 評 価 損 341,694

減 損 損 失 9,521

税 引 前 当 期 純 利 益 1,771,560

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 682,725

法 人 税 等 調 整 額 △24,583

当 期 純 利 益 1,113,418

損　益　計　算　書
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月16日

株式会社ファンコミュニケーションズ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　　東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 村 　 敦

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 細 矢 　 聡
　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ファンコミュニケーショ

ンズの2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ファンコミュニケーションズ及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監
督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月16日

株式会社ファンコミュニケーションズ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　　東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 村 　 敦

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 細 矢 　 聡
　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ファンコミュニケ

ーションズの2023年１月１日から2023年12月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 40 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第25期事業年度における取締役の職務の
執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（会社の内部統制に係る体制全般）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会規程に準拠し、監査の方法、職務の分担等に従い、会社の内部
統制部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月16日

株 式 会 社 フ ァ ン コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 　 監 査 等 委 員 会

　　　　　　　　　常勤監査等委員 佐 藤 吉 勝 ㊞

　　　　　　　　　　　監査等委員 丸 野 登 紀 子 ㊞

　　　　　　　　　　　監査等委員 小 泉 正 明 ㊞
　

（注）監査等委員丸野登紀子及び小泉正明は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　第25期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

　　金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金19円といたしたいと存じます。

　　なお、この場合の配当総額は1,258,720,151円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　2024年３月28日といたしたいと存じます。

－ 42 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社株式数

１

再任

やなぎさわ　やすよし

柳 澤 安 慶

(1964年10月20日生)

1999年10月 当社設立

代表取締役社長（現任）
27,783,600株

（当社における地位、担当）

代表取締役社長、内部監査室管掌

２

再任

ま つ も と 　 ひ ろ し

松 本 洋 志

(1960年４月10日生)

1999年10月 当社設立

取締役副社長（現任）
1,671,000株

（当社における地位、担当）

　取締役副社長

３

再任

に の み や 　 こ う じ

二 宮 幸 司

(1979年３月11日生)

2004年４月 当社入社

2011年１月 MC事業部ADN推進部長

2012年３月 ADN事業部長

2013年４月 執行役員（現任）

2015年３月 取締役（現任）

13,400株

（当社における地位、担当）

　取締役　執行役員

　nend推進部管掌、データ活用推進部管

掌、サービス開発部管掌、ファンマーケ

ティング推進部管掌、新規事業開発部長

（重要な兼職の状況）

　株式会社ファンコミュニケーションズ・

グローバル取締役

４

再任

よ し な が 　 た か し

吉 永 　 敬

(1981年2月18日生)

2005年４月 当社入社

2008年７月 A8事業部新規開発部長

2011年10月 A8事業部長

2013年４月 執行役員（現任）

2015年３月 取締役（現任）
17,500株

（当社における地位、担当）

　取締役　執行役員

　A8事業部長、A8事業部第１営業推進部長

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（６名）は、本総会終結の時を

もって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を

除く）６名の選任をお願いしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 43 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社株式数

５

再任・社外取締役

お び 　 か ず す け

小 尾 一 介

(1953年12月４日生)

1977年９月 アルファレコード株式会社　　　　　　　

入社

1988年８月 サイトロン・アンド・アート

株式会社　代表取締役

2002年10月 株式会社デジタルガレージ

取締役

2009年７月 グーグル株式会社　執行役員

2012年12月 インモビジャパン株式会社

日本代表

2015年10月 Link Asia Capital株式会社

代表取締役　パートナー

（現任）

2017年３月 株式会社インバウンドテック

社外監査役（現任）

2017年11月 クロスロケーションズ株式会

社　代表取締役（現任）

2018年３月 当社社外取締役（現任）

2018年６月 フューチャーベンチャーキャ

ピタル株式会社　社外取締役

2018年６月 株式会社インフォネット　社

外取締役（現任）

100株

（当社における地位、担当）

　社外取締役

（重要な兼職の状況）

　Link Asia Capital株式会社　代表取締

役　パートナー

　株式会社インバウンドテック　社外監査

役

　クロスロケーションズ株式会社　代表取

締役

　株式会社インフォネット　社外取締役
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社株式数

６

再任・社外取締役

ほ や の 　 さ と し

穂 谷 野 　 　 　 智

(1962年１月11日生)

1984年４月 富士ゼロックス株式会社

　　　　　　（現富士フイルムビジネスイ

ノベーション株式会社）

入社

2000年４月 株式会社オン・ザ・エッヂ

（現LINE株式会社）　入社

2003年３月 株式会社イーエックスマーケ

ティング　取締役

2004年11月 バリュークリックジャパン株

式会社　取締役

2006年１月 株式会社セシール　取締役

2006年２月 株式会社ライブドアマーケテ

ィング

代表取締役社長

2008年７月 ソネット・メディア・ネット

ワークス株式会社　代表取締

役社長（現SMN株式会社）

2014年11月 株式会社ホルン　代表取締役

（現任）

2018年３月 当社社外取締役（現任）

2018年11月 株式会社ガイドデント　代表

取締役会長

30,000株

（当社における地位、担当）

　社外取締役

（重要な兼職の状況）

　株式会社ホルン　代表取締役

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 小尾一介氏及び穂谷野智氏は社外取締役候補者であります。

３. 社外取締役選任の理由及び果たすことが期待される役割について、小尾一介氏及び穂

谷野智氏を社外取締役選任の理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社

の経営に反映していただくことを期待したためであります。また、両氏はインターネ

ット広告に精通し専門的な知識を有しており、かつ優れた経営上の成功経験を持ちそ

の成功経験をもとに当社の経営を促進することが期待でき、社外取締役としてその職

務を適切に遂行していただけると判断しております。

４. 小尾一介氏及び穂谷野智氏は2018年３月より当社社外取締役を務めており、その就任

期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

５. 小尾一介氏及び穂谷野智氏は、当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、再任の場合は、

当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法

令が規定する最低責任限度額であります。ただし、その責任限定が認められるのは、

その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限り
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ます。

６. 当社は、小尾一介氏と穂谷野智氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ておりますが、本議案がご承認された場合には、両氏を引き

続き独立役員とする予定であります。

７. 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行なった行為に起因して

損害賠償請求された場合に負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填

補することとしております。各候補者の選任が承認され就任した場合は、当該保険契

約の被保険者となります。なお、2023年11月17日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。また、

当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 46 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

ご参考

氏名
当社における

地位

企業経営 業界知識
営業・

マーケティング

新規事業開発 財務・会計

法務・

リスク管理

二宮幸司 代表取締役 ● ● ● ●

柳澤安慶 取締役 ● ● ● ●

松本洋志 取締役 ● ● ● ●

吉永敬 取締役 ● ● ●

小尾一介 社外取締役 ● ● ●

穂谷野智 社外取締役 ● ● ●

佐藤吉勝 監査等委員 ● ● ● ●

丸野登紀子
監査等委員

社外取締役
●

小泉正明
監査等委員

社外取締役
●

（ご参考）

株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックス

は以下のとおりとなります。
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第３号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び

従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する

件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当

社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員及び従

業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして

新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募集事項の決定を取

締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

　また、本議案は、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員

である取締役及び社外取締役を除く）に対し、報酬等として上記ストック・オプ

ションとしての新株予約権を年額90,000千円の範囲で発行することにつき、併せ

てご承認をお願いするものであります。

１．提案の趣旨

　（１）特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要と

する理由

　　　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の取締

役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員及び従業員

並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとし

て新株予約権を無償で発行するものであります。

　（２）当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対す

る報酬等としての新株予約権の発行について

　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、2023年３月

29日開催の第24回定時株主総会において年額300,000千円以内（うち社外取

締役30,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まな

い）とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、年額の取締役（監査

等委員である取締役を除く）報酬とは別枠として、年額90,000千円の範囲内

でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつきご承認をお

願いするものであります。

　　　この報酬等として当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役

を除く）に対し発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算

定した新株予約権１個当たりの公正価値（ブラック・ショールズ・モデルに

より算定する）に、割当日に在任する当社取締役に発行する新株予約権の総

数を乗じて得た額となります。

　　　なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）は６名（うち社外

取締役２名）であり、第２号議案のご承認が得られますと、取締役（監査等

委員である取締役を除く）の員数は引き続き６名（うち社外取締役は２名）

となり、付与を予定する取締役は４名となります。
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　（３）当社の役員報酬に関する方針について

　　　当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能

するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とす

ることを基本方針としております。報酬は、金銭報酬としての「基本報

酬」、非金銭報酬としての「株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外

取締役（監査等委員である取締役を除く）については、その職務に鑑み、基

本報酬のみを支払います。各報酬の決定に関する方針は、以下のとおりであ

ります。

①　　「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、報酬諮問委員会において、

役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも

考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

②　　「株式報酬」は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めること

を目的とし、ストック・オプションとして新株予約権を割当てるも

のとし、株主総会で報酬額上限を決議する。報酬諮問委員会におい

て、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水

準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総合的に勘案して取

締役個人への割当額を決定する。また、業務を実際に執行する取締

役について株式報酬のウェイトが高まる構成とする。

２．新株予約権の要領

　（１）新株予約権の割当てを受ける者

　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役

員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

　（２）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　  当社普通株式100,000株を上限とする。このうち、当社の取締役（監査等

委員である取締役及び社外取締役を除く）に割り当てる新株予約権の上限

は、当社普通株式100,000株とする。

　　  なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな

る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われるものとし、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれ

を切り捨てる。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　    また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会社

分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転

を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要と

認める株式数の調整を行う。
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 調整後

行使価額
＝

 調整前

行使価額
×

１

 分割・併合の比率

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行株式数＋
 新発行株式数× １株当たりの払込金額

新株式発行前１株当たりの時価

既発行株式数＋新発行株式数

　（３）新株予約権の総数

　　　1,000個を上限とする。このうち、当社の取締役（監査等委員である取締

役及び社外取締役を除く）に割り当てる新株予約権の個数は、1,000個を上

限とする。

  （新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、（２）に

定める調整を行った場合は、同様の調整を行う）

　（４）新株予約権の払込金額

　　　無償で発行するものとする。

　（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により

決定される新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という）に（３）に定める新株予約権１個当たりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。

    　行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成

立していない日を除く）における金融商品取引所における当社株式普通取引

の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。

　ただし、当該金額が新株予約権発行日の 終価格（当日の 終価格がない

場合には、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、新株予約権発

行日の 終価格を行使価額とする。新株予約権の行使に係る新株の発行価額

又は株式の譲渡価額の年間合計額（他の新株予約権を含む行使合計額）は

1,200万円を超えないこととする。

　　　なお、発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　　　また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新

株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。

　　　上の算式において、「既発行株式数」とは調整後の行使価額が適用される

日の前日における当社の発行済普通株式数から、同日における当社が保有

する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分をす

ることにより調整が行われる場合には、「新発行株式数」を「処分する自

己株式数」に読み替えるものとする。
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　　　さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会

社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移

転を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要

と認める行使価額の調整を行う。

　（６）新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の割当日から３年を経過する日の翌月の月初を始期としてそ

の後４年間とする。

　（７）新株予約権の行使の条件

①　　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という）が、

権利行使時において当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役

員、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正

当な理由があると認める場合はこの限りでない。

 　 ②　　その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めると

ころによる。

　（８）新株予約権の取得事由及び条件

　新株予約権者が権利行使をする前に、当社、当社の子会社又は関連会社

の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位を喪失したことにより新株

予約権を行使できなかった場合、当社は当該新株予約権については無償で

取得することができるものとする。

  （９）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項

①　　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げるものとする。

②　　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準

備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。

　（10）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する

ものとする。

　（11）新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てるものとする。

－ 51 －



2024/02/26 19:32:27 / 23062831_株式会社ファンコミュニケーションズ_招集通知_電子提供措置用

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

　（12）組織再編等に伴う取扱い

　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設

分割、株式交換又は株式移転（これらを総称して以下「組織再編行為」とい

う）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する

新株予約権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株

式会社（以下「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。この場合においては、当社は、残存新株予約

権を無償で取得することができ、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す

るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約又は株式移転計画（以下「組織再編契約等」という）において

定めた場合に限るものとし、組織再編契約等の定めと以下の定めが異なる場

合は組織再編契約等の定めが優先するものとする。

①　　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数

をそれぞれ交付するものとする。

②　　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

③　　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（２）に準じて決定する

④　　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（５）に準じて決定する。

⑤　　新株予約権を行使することができる期間

　　　上記（６）に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開

始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

（６）に定める残存新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。

⑥　　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

　　　上記（９）に準じて決定する。

⑦　　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要す

るものとする。

⑧　　新株予約権の取得事由及び条件

　　　上記（８）に準じて決定する。
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⑨　　その他の新株予約権の行使の条件

　　　上記（７）に準じて決定する。

　（13）その他の新株予約権の内容

　新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決

定する取締役会において定めるところによる。

 以上
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株主総会会場ご案内図

株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号　渋谷ソラスタ４階

渋谷ソラスタ　コンファレンス「４Ｄ」

TEL　03－5784－2604

道玄坂上
交番前

セブンイレブン

渋谷
マークシティ

セブンイレブン

モスバーガー

カプセルホテル
渋谷

南平台

セルリアンタワー

国道246

三菱UFJ銀行

モヤイ像

西口
バスターミナル

道玄坂

SHIBUYA
109

TSUTAYA

渋谷
ヒカリエ

ハチ公像
渋谷駅

２番出口

サピックス
小学部渋谷校

渋谷ソラスタ　コンファレンス

◎JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）

　渋谷駅下車（西口より徒歩約６分）

　　　　　　（渋谷マークシティ４階「道玄坂上方面出口」より徒歩約２分）

※インキュベーションオフィスエントランスよりお入りください。

※駐車場の用意はございませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。


